
 

 
 

 

対象者 次の①から④のすべての要件を満たす方 

① 「治療時および申請時」において、法律上の婚姻をしている夫婦（戸籍上の夫婦）、または

事実上婚姻状態にある男女【高浜市内に住民票を有する間に受けた治療が対象です】 

② 治療時および申請時で夫または妻のいずれかが高浜市内に住所がある 

③ 医療機関（産婦人科や泌尿器科など）で不妊症と診断され、一般不妊治療または 

生殖補助医療を受けている 

④ 夫婦それぞれが医療保険各法の規定に基づく被保険者もしくは組合員または被扶養者で 

あること 

 

対象となる治療 ※他の市町村で同様の補助を受けた場合は対象にならないことがあります 

 

●一般不妊治療費助成 

○性タイミング療法、ホルモン療法、人工授精などの一般不妊治療費用 

○治療の一環として行われる検査 

 

●生殖補助医療費助成 

○採卵・採精から妊娠判定までの 

生殖補助医療の内、保険診療分の治療費用 

○治療の一環として行われる検査 

 

 

　［例］令和７年６月に治療開始し、令和９年５月に治療を終了した場合
　　助成対象期間：「令和７年６月分～令和９年５月分まで」
　　申 請 時 期
　　1回目の申請は「令和７年６月～令和８年５月分までの1年分」を令和８年１１月までに申請
　　2回目の申請は「令和７年６月～令和９年５月分までの1年分」を令和９年１１月までに申請

令和７年６月

※６か月以内に申請してください ※６か月以内に申請してください

令和９年５月令和８年５月

治療開始月

費用助成対象 期間［２年以内］

治療開始月
より1年

治療開始月
より２年

1回目の申請分 ２回目の申請分

１回目申請 ２回目申請

～不妊治療を受けている夫婦を対象に治療費用の一部を助成します～ 

 



助成額 

●一般不妊治療費助成 

一般不妊治療に要した本人負担額*の２分の１以内で、１年間あたり５万円を上限とします 

助成期間は、助成を開始した最初の月から継続する２年間です 

●生殖補助医療費助成  

生殖補助医療に要した本人負担額*のうち１回あたり１０万円を上限とします 

助成対象は、保険適用分に限ります 

 

※本人負担額には、文書料・食事療養費標準負担額・室料等の直接的な治療費でない費用は含みません 

※高額療養費制度・付加給付金制度による給付等についても本人負担額から除きます。加入している健康保険組合等に必ず

確認して申請してください。 

 

申請手続き 

●一般不妊治療費助成：１年ごとに、それぞれ最終治療月の末日から６か月以内に申請してください 

[１回目の申請] 治療開始月から 1年間の診療分を申請 

(１年以内に治療を終了した場合はそれまでの診療分を申請) 

[２回目の申請] 1回目の申請後の診療分を申請 

●生殖補助医療費助成：1回*の治療終了月より６か月以内に申請してください 

※採卵・採精から妊娠判定日までを 1 回とします。治療を中断した場合は治療期間の最終日まで。 

 

申請書類等 

 

 

 

 

問合せ先  高浜市福祉部健康推進グループ(いきいき広場内) 

電  話  (０５６６)９５-９５５８ 


